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歩行測定に協力

（金城大学殿にて）



募集要領 応募締切バリアフリー社会推進賞について

施設部門施設部門

　石川県では、「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」を定めて、お年寄りや障害のある方をはじめ、県民だれ

もが自らの意志により自由に行動し、住み慣れた地域に住み続けられ、社会のあらゆる分野の活動に参加することので

きる障壁のない社会（バリアフリー社会）の実現に向けて、県民一人ひとりの

協力と理解により、力を合わせて進めていくことを目指しています。

　そこで、このような取組を一層深めるために、平成１１年度からバリアフリー

社会推進表彰制度を設け、先駆的、模範的なバリアフリー社会づくりへの取

組や活動（県内でのみ活動・開発）を行っている個人や団体を、「施設部門」

「活動部門」「福祉用具部門」のそれぞれの部門において、表彰しています。

　この賞をきっかけにして、県民の皆様にバリアフリー社会づくりについて、

より一層の関心を持っていただくことを願います。

平成29年8月31日（木）
◆主催

石川県

◆応募先及び問い合わせ先

〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
 石川県健康福祉部厚生政策課　地域福祉グループ

 TEL.（076）225－1419　FAX.（076）225－1409
 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kousei/bariafree-hyousyou.html

◆入賞発表・表彰式

入賞者への通知をもって入賞発表とします。
表彰式は、平成29年12月頃を予定しています。

※応募用紙等についても上記までお問い合わせください。

当日消印有効

応募対象

◆公益的施設とは･･･

　お年寄りや障害のある方などが利用しやすいように配慮された、不特定

多数の人が利用する県内の公益的施設で、「石川県バリアフリー社会の推

進に関する条例」の整備基準に適合するもの。また、特に改善に積極的に

取組んでいる公益的施設を対象とします。

　審査については、整備基準の遵守などハード面の取組だけでなく、施設

･運営の住民参加のプロセスや、バリアフリーを推進する活動などソフト面

の取組を重視することとします。

　ただし、国又は県が整備した建物などや同一の功績により知事賞を受け

たものは除きます。

応募方法

賞
最優秀賞 １点
優秀賞 １点
奨励賞 １点
※各賞には、施設の設置者及び設計者

　に賞状と副賞を授与します。

　応募用紙に必要事項を記入し、平面図、写真等の資料を添付して、石川

県健康福祉部厚生政策課まで送付してください。 自薦・他薦は問いません。

（応募時に提出された写真、図面などは返却いたしません。）

※施設のバリアフリー化については、石川県土木部建築住宅課グループへ

相談してください。

審査方法
　石川県バリアフリー社会推進賞審査委員

会において、応募内容・添付資料に基づいて

審査するとともに、必要に応じて現地審査を

行い決定します。

・道路、公園　　　　　　　　　　　　　　　　　・図書館、美術館等
・劇場、映画館等の興行場　　　　　　　　　　　・公衆浴場
・集会場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・飲食店
・百貨店、マーケット等の物品販売業を営む店舗　・サービス業を営む店舗
・ホテル、旅館等の宿泊施設　　　　　　　　　　・公共交通機関の施設
・体育館、ボーリング場等の体育施設　など

◆バリアフリー化の一例
〇通路部分に段差がない。（スロープ設置等で通行しやすくなっている。）
〇車いす使用者、視覚障害者対応型エレベーターが設置されている。
〇階段がゆるやかで、手すりが設置されている。
〇駐車場に車いす使用者の専用区画が設けられている。
〇視覚障害者が利用しやすいように点字ブロック、音声案内等が充実している。
〇車いす使用者トイレが設置されている。　
○商店の周辺など歩車道境界の段差の配慮や歩行者用の休憩施設を必要に応じ設ける
　などの歩道等の整備　など

活動部門活動部門
応募対象

　お年寄りや障害のある方の自立と社会参加を支援するための、地域にお

けるバリアフリー社会づくりに寄与する一連の活動を対象とします。原則と

して、県内において１年以上の活動実績があり、現在も活動を継続してい

ることが必要です。

　審査に当たっては、応募者（他薦の場合は活動団体）から活動内容の説明

をしていただきますのでご了承ください。  　　　　

 （説明のための交通費等の経費はすべて応募者の自己負担となりますので

ご了承ください。）

応募方法

賞
最優秀賞 １点
優秀賞 １点
奨励賞 １点

　応募用紙に必要事項を記入し、石川県健康福祉部厚生政策課まで送付し

てください。自薦・他薦は問いません。

審査方法
　石川県バリアフリー社会推進賞審査委員

会において、応募内容により審査をし、決定

します。

福祉用具部門福祉用具部門
応募対象

　お年寄りや障害のある方の自立支援や介助者の負担軽減を図るための

創造的な作品等を募集します｡

　応募作品は実物作品とし、製品、試作品、改良品などの別は問いません

が、他者の知的所有権を侵害しないものに限ります。

作品管理
①県民に対する福祉用具の普及啓発を図るため、今後、応募作品の展示等を行

うことがありますので、ご協力ください。これらの展示においては作品に関す

る特許、実用新案、意匠などの権利は保護されませんので権利の保護が必要

な方は、応募者自身で産業財産権などの申請手続きを済ませてください。

②作品の保管には細心の注意を払いますが、不可抗力による破損や紛失などに

関しては賠償責任を負いませんのでご了承ください。

応募方法

賞
最優秀賞 企業、一般　各１点
優秀賞 　　〃　　　各１点　
奨励賞 　　〃　　　各１点　　
※各賞には、賞状と副賞を授与します。

　応募用紙に必要事項を記入し、石川県健康福祉部厚生政策課まで送付し

てください。

　なお、応募作品は、厚生政策課の案内により石川県リハビリテーションセ

ンターへ搬入してください。搬出についても、厚生政策課の案内により行っ

てください。

（作品の搬出入経費は、すべて応募者の自己負担となりますのでご了承くだ

さい。）

審査方法
　石川県バリアフリー社会推進賞審

査委員会において、創造性、機能性、

実用性などの面から評価します。

◆例

◎作品搬入期間 ： 平成２9年９月1日(金)～９月8日(金）
月曜日から金曜日の午前９時～午後５時まで

◎作品搬入先 ：

※作品について技術的な相談を受けたい方は、バリアフリー推進工房にご相談ください。（電話予約の上）

石川県リハビリテーションセンター・バリアフリー推進工房
金沢市赤土町ニ１３－１
ＴＥＬ（０７６）２６６－２８６0　ＦＡＸ（０７６）２６６－２８６４

※各賞には、賞状と副賞を授与します。

①高齢者や障害のある方などに対する理解を深めるための地域に
おける普及啓発活動
・高齢者等の疑似体験講座などの研修会の開催
・スポーツ大会、レクリエーションなどを通して、障害者等と
のふれあい交流の場の提供　など

②高齢者や障害のある方の社会参加を支援する活動
・ガイドマップの作成
・旅行・買物等の外出を介助するボランティア
・施設等の整備状況（バリアフリー化）に係る点検、各種
情報提供　など

③高齢者や障害のある方などが安心して買物等ができる
街づくりのための一体的な取組
・商店街での電動車いすの貸出や触地図の設置
・商店などの音声案内、商品配列の工夫、車いす対応ができる
売場スペースの確保などの商店街等の取組　など


